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○提案の内容

提案委員 　木下　敏明委員

課題名

提案理由

課題の内容

○放課後児童クラブの状況

施設概要

児童一人当た

りの専用区分

面積

今後の対応

うべのっこ放課後児童クラブは、児童の登録が５５名ですが、参加児童数は年間を通じた平均で４６名となっています。

専用区画の面積について国が定めている基準では、児童一人あたりの面積は、おおむね1.65㎡以上とすることとなっています。

うべのっこ放課後児童クラブの面積は1.74㎡であり、基準を上回っています。（国府東小は0.62㎡）

うべのっこ放課後児童クラブの運営については現状どおりと考えています。

地域特定課題提案に対する現状（令和元年度第8回国府地域振興会議資料）

　放課後児童クラブの施設充実と運営方法改善

・宮下の施設は手狭（広い所で）

・運営者と自治会、支所の３者での話し合いが必要

・自治会と併用使用の内容を十分に理解していない。

・支所の指導が不十分

（宮ノ下小と国府東小や市内の他地域との比較）（児童1人当たりの㎡）

国府町子ども交流館は、宮ノ下郵便局だった建物を改修し、平成１４年に放課後児童クラブとして開館しています。

現在は、「鳥取市国府町子ども交流館の設置及び管理に関する条例」に基づいて運営がされています。

また、放課後児童クラブとして利用がない夜間等の時間帯には、宮下自治会の集会所（使用料が必要）として利用されています。

【開館までの経緯】

　　H13.9　宮ノ下郵便局閉局

　　H14.2　国府町が郵政互助会から土地・建物を買収（本館建物を放課後児童クラブ施設として改修）

　　H14.10　子ども交流会館（放課後児童クラブ）開館


